
奨学金返還証明書

所得から控除できる貸与型奨学金
の年間返済額の期間は、課税(所得)
証明書の期間(令和7年1月～12月)と
同一期間です

夫婦の所得の合計額が500万円以上で、令和6年度の返済額（実際
に支払った分）を引いた場合に500万円未満になる方のみ提出が
必要です
夫婦の所得合計額が500万円以下の場合は、提出不要です

奨学生証

奨学金貸与証明書

貸与奨学金返済確認票

✕

引落が確認できる書類として、該当期間分（12ヶ月分）の「銀行口座の取引明細書」を提出することも
できますが、その場合は支払者と支払先（JASSO）と金額がわかる必要があります

令和7年1月～12月

JASSOのアプリやWEB画面

奨学金 返還誓約書（本人控）

✕

✕

✕

✕

（必要な方のみ）


